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１ 適     用 

 当社が，当社の託送供給約款（以下「託送約款」といいます。）によ

り契約者に託送供給を実施するにあたり，負荷変動等にともない発生す

る余剰電力を購入する場合で，契約者と当社との協議が整ったときの料

金その他の条件は，この託送供給余剰電力購入要綱（以下「この要綱」

といいます。）によります。ただし，この要綱における契約者，発電者

および契約期間は，それぞれ当該接続供給契約または当該振替供給契約

と同一としていただきます。 

 当社は，この要綱を変更することがあります。この場合には，料金そ

の他の条件は，変更後の託送供給余剰電力購入要綱によります。 

 

２ 料     金 

料金は，接続供給の場合は，３（接続供給契約にともなう余剰電力）に

よって算定された余剰電力購入料金とし，振替供給の場合は，４（振替供

給契約にともなう余剰電力）によって算定された余剰電力購入料金といた

します。 

 

３ 接続供給契約にともなう余剰電力 

 適 用 範 囲 

接続供給の場合で，30分ごとの受電地点で計量された電力量（通告電

力量を受電電力量とするものについては，その30分の通告電力量とし，

通告変更が行なわれた場合は変更後のものといたします。また，受電地

点が複数ある場合はその合計値といたします。）が，託送約款25（電力

および電力量の算定）で算定されたその30分の接続対象電力量を上回

る場合のその上回る電力量（以下「接続供給余剰電力量」といいま

す。）に適用いたします。 

 余剰電力購入料金 
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余剰電力購入料金は，その１月の接続供給余剰電力量によって算定い

たします。ただし，別表（燃料費調整）１によって算定された平均燃

料価格が26,500円を下回る場合は，別表（燃料費調整）１によって算

定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表（燃料費調整）１

によって算定された平均燃料価格が26,500円を上回る場合は，別表（燃

料費調整）１によって算定された燃料費調整額を加えたものといたし

ます。 

なお，30分ごとの接続供給余剰電力量のうち，託送約款21（負荷変動

対応電力）ロに定める変動範囲内基準電力量の値をこえる電力量につ

いては，無償といたします。 

 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ５円３６銭

 

 

４ 振替供給契約にともなう余剰電力 

 適 用 範 囲 

振替供給の場合で，30分ごとの受電地点で計量された電力量（受電地

点が複数ある場合はその合計値といたします。）が，託送約款32（託送

供給の実施）リで定めたその30分の受電地点における通告電力量（通

告変更が行なわれた場合は変更後の値といたします。また，受電地点が

複数ある場合はその合計値といたします。）の値を上回る場合のその上

回る電力量（以下「振替供給余剰電力量」といいます。）に適用いたし

ます。 

 余剰電力購入料金 

余剰電力購入料金は，その１月の振替供給余剰電力量によって算定い

たします。ただし，別表（燃料費調整）１によって算定された平均燃

料価格が26,500円を下回る場合は，別表（燃料費調整）１によって算
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定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表（燃料費調整）１

によって算定された平均燃料価格が26,500円を上回る場合は，別表（燃

料費調整）１によって算定された燃料費調整額を加えたものといたし

ます。 

なお，30分ごとの振替供給余剰電力量のうち，契約振替供給電力の３

パーセント相当を２で除した値をこえる電力量については，無償といた

します。 

 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ５円３６銭

  

 

５ 料金の算定期間 

料金の算定期間は，毎月１日から当該月末日までの期間といたします。

ただし，当該託送供給を開始し，もしくは当該接続供給契約または当該振

替供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は，開始日から開始日の属す

る月の末日までの期間または契約が消滅した日の属する月の１日から消滅

日の前日までの期間といたします。 

 

６ 支払義務の発生および支払期日 

 料金の支払義務は，料金の算定期間の翌月１日に発生いたします。た

だし，当該接続供給契約または当該振替供給契約が消滅した場合は消滅

日，託送約款25（電力および電力量の算定）の場合は，料金の算定期

間の電力量を協議により定めた日に発生するものといたします。 

 当社は，支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日（以下「支払

期日」といいます。）までに料金をお支払いいたします。ただし，支払

義務発生日の翌日から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の

支払期日は翌営業日といたします。 
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７ 支 払 方 法 

 料金は，契約者が指定した金融機関を通じて払い込みによってお支払

いいたします。 

  なお，支払いにともなう費用は，当社で負担いたします。 

 の支払いは，当社がその金融機関に払い込みしたときになされたも

のといたします。 

 当社が，料金を支払期日までに支払わない場合，当社は，支払期日の

翌日から起算して支払いの日に至るまで，料金から消費税等相当額（消

費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課され

る地方消費税に相当する金額をいいます。）を差し引いた金額に対して，

年10パーセントの延滞利息（閏年の日を含む期間についても，365日当

たりの割合といたします。）をお支払いいたします。 

  なお，消費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てま

す。 

また，延滞利息は，原則として，当社が延滞利息の算定の対象となる

料金をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払い

いたします。 

 

８ そ  の  他 

 その他の事項については，託送約款に定めるところによるものといた

します。 

 この要綱の実施上必要な細目的事項は，そのつど契約者と当社との協

議によって定めます。 



 

 

 

 

 

 

 

附        則 
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附        則 

 

 

（実施期日） 

この要綱は，平成21年５月１日から実施いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

別        表 
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別        表 

 

 

（ 燃 料 費 調 整 ）          

１ 燃料費調整額の算定 

 平 均 燃 料 価 格        

 原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計（こ

の要綱においては，関税法にもとづき公表される統計をいいます。）

の輸入品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定さ

れた値といたします。 

 なお，平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円

の位で四捨五入いたします。 

 平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天

然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価

格 

α＝0.0848 

β＝0.2323 

γ＝0.8667 

  なお，各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当た

りの平均石炭価格の単位は，１円とし，その端数は，小数点以下第１

位で四捨五入いたします。また，平均燃料価格算定期間とは，貿易統

計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する
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場合の期間とし，毎年１月１日から３月31日までの期間，２月１日か

ら４月30日までの期間，３月１日から５月31日までの期間，４月１日

から６月30日までの期間，５月１日から７月31日までの期間，６月１

日から８月31日までの期間，７月１日から９月30日までの期間，８月

１日から10月31日までの期間，９月１日から11月30日までの期間，10

月１日から12月31日までの期間，11月１日から翌年の１月31日までの

期間または12月１日から翌年の２月28日までの期間（翌年が閏年とな

る場合は，翌年の２月29日までの期間といたします。）をいいます。 

 燃料費調整単価 

 燃料費調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。 

 なお，燃料費調整単価の単位は，１銭とし，その端数は，小数点以

下第１位で四捨五入いたします。 

イ １キロリットル当たりの平均燃料価格が26,500円を下回る場合 

        ＝（26,500円－平均燃料価格）× ―――――――― 

ロ １キロリットル当たりの平均燃料価格が26,500円を上回る場合 

        ＝（平均燃料価格－26,500円）× ―――――――― 

 燃料費調整単価の適用 

 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料

費調整単価は，その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に購入する電気に適用いたします。 

 なお，各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期

間は，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

２の基準単価
1,000 

２の基準単価
1,000 

燃 料 費 
調整単価 

燃 料 費 
調整単価 
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平均燃料価格算定期間 燃 料 費 調 整 単 価 適 用 期 間 

毎 年 １ 月 １ 日 か ら

３ 月 3 1 日 ま で の 期 間

その年の６月１日から６月30日までの

期間 

毎 年 ２ 月 １ 日 か ら

４ 月 3 0 日 ま で の 期 間

その年の７月１日から７月31日までの

期間 

毎 年 ３ 月 １ 日 か ら

５ 月 3 1 日 ま で の 期 間

その年の８月１日から８月31日までの

期間 

毎 年 ４ 月 １ 日 か ら

６ 月 3 0 日 ま で の 期 間

その年の９月１日から９月30日までの

期間 

毎 年 ５ 月 １ 日 か ら

７ 月 3 1 日 ま で の 期 間

その年の10月１日から10月31日までの

期間 

毎 年 ６ 月 １ 日 か ら

８ 月 3 1 日 ま で の 期 間

その年の11月１日から11月30日までの

期間 

毎 年 ７ 月 １ 日 か ら

９ 月 3 0 日 ま で の 期 間

その年の12月１日から12月31日までの

期間 

毎 年 ８ 月 １ 日 か ら

1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間

翌年の１月１日から１月31日までの期

間 

毎 年 ９ 月 １ 日 か ら

1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間

翌年の２月１日から２月28日までの期

間（翌年が閏年となる場合は，翌年の

２月29日までの期間） 

毎 年 1 0 月 １ 日 か ら

1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間

翌年の３月１日から３月31日までの期

間 

毎 年 1 1 月 １ 日 か ら

翌年の１月31日までの期間

翌年の４月１日から４月30日までの期

間 

毎年12月１日から翌年の２

月28日までの期間（翌年が

閏年となる場合は，翌年の

２月29日までの期間） 

翌年の５月１日から５月31日までの期

間 

 

 燃 料 費 調 整 額        

 燃料費調整額は，その１月の接続供給余剰電力量または振替供給余

剰電力量にによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いた

します。 

 

２ 基 準 単 価 

基準単価は，平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし，次のと

おりといたします。 
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１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １２銭９厘

 

３ 燃料費調整単価等の通知 

当社は，１の各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当た

りの平均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格，１トン当た

りの平均石炭価格および１によって算定された燃料費調整単価を契約

者にお知らせいたします。 

 


